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　菊川市債権管理条例第６条各号の規定に基づき、次の債権を放棄したので報告します。

円

【令和６年度の総括】

　令和６年度の債権放棄は、５債権について条例の規定に基づき債権放棄を行った。今後も、各
債権共に適正に管理を行っていく。

５号　徴収停止後期間経過 0 0 0
合計 1,066,337 83 175

３号　破産免責等 5,220 1 2
４号　強制執行等後無資力 0 0 0

１号　消滅時効相当の期間満了 1,030,317 81 172
２号　限定承認 30,800 1 1

令和６年度　債権放棄総括表【全債権】　

債権放棄金額 1,066,337
内訳（適用条項別）

適用条項
（菊川市債権管理条例第６条） 金額（円） 人数（人） 件数（件）
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　菊川市債権管理条例第６条各号の規定に基づき、次の債権を放棄したので報告します。

円

2 2

債権の概要 市が管理をする水路敷の占用料金

担当部課名 　建設経済部　建設課

債権放棄金額 18,300
内訳（適用条項別）

適用条項
（菊川市債権管理条例第６条） 金額（円）

４号　強制執行等後無資力

人数（人） 件数（件）

１号　消滅時効相当の期間満了 18,300 2 2
２号　限定承認

３号　破産免責等

５号　徴収停止後期間経過

合計 18,300

令和６年度　債権放棄報告書【債権別】

債権名 　法定外道路及び普通河川占用料 債権の種別 公債権（非強制徴収債権）

主な滞納要因 電話連絡及び臨宅を行ったが支払われなく、徴収不能となった債権



　菊川市債権管理条例第６条各号の規定に基づき、次の債権を放棄したので報告します。

円

合計 30,900 1 6

１号　消滅時効相当の期間満了 30,900 1 6

４号　強制執行等後無資力

５号　徴収停止後期間経過

２号　限定承認

３号　破産免責等

内訳（適用条項別）

債権の概要 学校給食費

適用条項
（菊川市債権管理条例第６条） 金額（円） 人数（人） 件数（件）

担当部課名 　教育文化部　教育総務課

債権放棄金額 30,900

債権名 学校給食費 債権の種別 公債権（非強制徴収債権）

令和６年度　債権放棄報告書【債権別】

主な滞納要因
料金未納のまま転出し、繰り返し通知等の対応をしても納付されず、徴収不能となった
債権
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　菊川市債権管理条例第６条各号の規定に基づき、次の債権を放棄したので報告します。

円

667,327 41 106

債権の概要
国保被保険者が社会保険加入や転出等の理由で資格喪失後に菊川市国保の保
険証で医療機関を受診してしまった医療費の返納金

担当部課名 　生活環境部　市民課

債権放棄金額 667,327

合計 667,327 41 106

５号　徴収停止後期間経過

２号　限定承認

３号　破産免責等

令和６年度　債権放棄報告書【債権別】

債権名 　国保療養給付費返納金 債権の種別 私債権（非強制徴収債権）

４号　強制執行等後無資力

内訳（適用条項別）

適用条項
（菊川市債権管理条例第６条） 金額（円） 人数（人） 件数（件）

１号　消滅時効相当の期間満了

主な滞納要因 連絡不能や転出等による住所不明等により支払われなく、徴収不能となった債権



　菊川市債権管理条例第６条各号の規定に基づき、次の債権を放棄したので報告します。

円

34 52

合計 293,010 35 54

４号　強制執行等後無資力

５号　徴収停止後期間経過

２号　限定承認

３号　破産免責等 5,220 1

令和６年度　債権放棄報告書【債権別】

債権名 　水道料金 債権の種別 私債権（非強制徴収債権）

主な滞納要因 料金未納のまま転居し、所在不明となったことにより、徴収不能となった債権

債権の概要 水道料金

担当部課名 　生活環境部　水道課

債権放棄金額 293,010

2

内訳（適用条項別）

適用条項
（菊川市債権管理条例第６条） 金額（円） 人数（人） 件数（件）

１号　消滅時効相当の期間満了 287,790
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　菊川市債権管理条例第６条各号の規定に基づき、次の債権を放棄したので報告します。

円

令和６年度　債権放棄報告書【債権別】

金額（円） 人数（人） 件数（件）

１号　消滅時効相当の期間満了 26,000 3 6

債権名 　診療費 債権の種別 私債権（非強制徴収債権）

債権の概要 外来医療費および入院医療費

担当部課名 　菊川病院医事課

債権放棄金額 56,800

５号　徴収停止後期間経過

合計 56,800 4 7

２号　限定承認 30,800 1 1
３号　破産免責等

４号　強制執行等後無資力

内訳（適用条項別）

適用条項
（菊川市債権管理条例第６条）

主な滞納要因
分納希望者の支払い中断、所持金不足等による未払い、住所不明等による連絡
不能、破産、患者本人死亡による後日請求の未払等により支払われなく、徴収不
能となった債権


